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Ⅰ 「公立保育サービスの在り方」策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

 東松島市では、令和７年３月に『第３期東松島市子ども・子育て支援事業計画』
を策定し、子育て環境の充実に取り組んでいます。 

令和７年４月１日現在、公立保育所７園、私立保育園３園、小規模保育園２園が
設置されており、私立保育園等においては、それぞれの特色を生かした保育サービ
スを提供し、本市の保育事業において大きな役割を担っています。 
 東松島市の就学前児童数は減少傾向にあり、将来、保育施設の定員数が過大とな
ることが予想されることから、今後は保育サービスの需給バランスを調整すること
が課題となるものと考えられます。一方、保育ニーズに対して施設数が充足される
状況になると、更なる保育の質の向上について考えていくことも必要となります。 
 また、本市の公立保育所は、現在７施設のうち４施設が建築後３０年以上経過し
ており、建物の老朽化への対応が課題となっています。 

なお、『東松島市公共施設等総合管理計画（令和４年３月改定）』における保育所
については、今後の人口動態を踏まえながら、施設の統廃合を含めた適正配置を進
めるという観点からも、民間活力を積極的に導入しながら、保育サービス需要への
対応が求められております。 
 このような状況の中、「東松島市公立保育サービス在り方検討会議」が令和７年８
月に設置され、公立保育所の役割や適正規模などの検討を開始しました。以後、３
回の会議を開催し、公立保育所がどのような役割を担い、どのように維持していく
のか、今後の方向性を定めるため、「東松島市公立保育サービスの在り方」を策定す
るものです。 
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Ⅱ 公立保育サービスの現状 

１ 児童の状況 

（１）就学前児童数の推計 

 就学前児童数（０〜５歳児）について、平成 22 年度と令和６年度を比較すると
876 人減少（2,311 人→1,435 人）と大きく減少しています。 
 令和 2 年度から令和 6 年度までの実績をもとにコーホート変化率法では、今後も
児童数が減少していくものと推計しています。 

 
 
 

（２）年齢別保育所（園）利用児童数 

 令和 7 年 4 月 1 日現在、本市の保育施設は、公立保育所 7 園、私立保育園 3 園、
小規模保育園２園となっています。市内における保育所（園）認可定員は 818 人で
あり、利用児童数は 735 人となっています。 
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（３）保育所（園）利用児童数の推移（各年度 4 月 1 日現在） 

 利用児童数は、平成 22 年度全体 612 人から令和 7 年度全体 746 人と推移してお
り、134 人増加しています。特に、0 歳児及び 1 歳児、2 歳児の利用児童数が増加し
ていますが、国の政策による社会状況の変化によるものであり、増加ニーズは、私
立保育園の誘致等により対応しております。 
 

 
 

（４）保育所（園）利用率の推移（各年度 4 月 1 日現在） 

 利用率は、平成 22 年度全体 26.5％から令和 7 年度全体 53.8％と推移しており、
27.3％増加しています。全ての年代において、利用率は増加しています。 
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（５）就学前児童数の推計×保育所（園）利用児童数の推移×保育所（園）利用率

（各年度 4 月 1 日現在） 

 就学前児童数は平成 22 年度の 2,311 人から令和 7 年度 1,387 人と大きく減少し
ています。保育所（園）利用児童数は、612 人から 746 人と増加しています。保育
所（園）利用率は、26.5％から 53.8％と大きく増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（６）第３期子ども・子育て支援事業計画における保育サービス需要推計 

 就学前児童数は減少が見込まれますが、女性の就業率の上昇や保護者の雇用・就
業形態の変化、出産後の女性の早期職場復帰など就業継続に伴い、保育所利用率は
今後も高い水準を維持するものと見込まれます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

＜保育施設の量の見込み（必要利用定員総数）＞

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
０歳児 26 29 42 46 49 61 68 71 75 80
１，２歳児 227 221 205 213 237 268 299 303 310 312
３，４，５歳児 449 449 464 463 424 419 411 445 451 471

計 702 699 711 722 710 748 778 819 836 863
※これまでの利用実績の推移から計画期間における利用率を設定し、０〜５歳児の推計児童数に乗じて算出

区分
第２期計画期間（実績値） 第３期計画期間（推計値）
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２ 公立保育施設の状況 

（１）公立保育施設一覧 

 本市の公立保育施設 7 園のうち 1 園が建築 30 年以上、３園が建築 40 年以上経過
しており、施設の長寿命化のために大規模改修が必要な時期を迎えています。この
ため、施設の更新や維持管理を適切に継続していくために、市の財政負担は増加す
ることが見込まれます。 

 
 

２）東松島市公共施設等総合管理計画（令和 4 年 3 月改定） 

 「東松島市公共施設等総合管理計画」は、国の指針等に基づき策定した計画であ
り、今後の人口減少や厳しい財政状況等を踏まえ、公共施設等の更新・統廃合等を
計画的に行うことにより、更新費用の増加の抑制等財政負担の縮減・平準化を図る
とともに、公共施設の最適な配置の実現を目的としています。 

2045 年までに、公共施設総合（延床面積）20％縮減を目標に掲げております。本
計画において、保育所については、今後の人口動態を踏まえながら、施設の統廃合
を含めた適正配置を進めていく方針が記載されています。 
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（３）公立保育所の将来更新投資額の試算 

 上記計画において、公共施設は建設後 30 年で建築物の大規模改修を行うことを
基本方針としています。 

公共施設用途別に単価が設定されており、公立保育所を含む子育て支援施設は、
大規模改修 21 万円／㎡、建て替え 41 万円／㎡となります。大規模改修の条件に該
当するのは４園であり、合計で 3 億 9,331 万円の投資が必要という試算結果となっ
ています。さらに、将来の建て替え費用は、４園で合計 7 億 6,788 万円が必要とい
う試算結果であり、大規模改修費と合算すると 4 園の将来更新投資額は 11 億 6,119
万円が必要となります。 
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（４）施設整備にかかる財政負担割合 

 平成１６年度の三位一体の行財政改革により、公立保育所の整備費が一般財源化
（交付税算定）されており、私立保育園についても、国と地方の負担割合が見直さ
れました。 

国の補助制度廃止により、公立保育所を整備する場合、全額が市負担となります
が、地方債注 1 の充当が認められています。一方で、私立保育園等を整備する場合、
国の交付金（就学前教育・保育施設整備交付金）があるため、対象事業費に対して
国 1/2 負担、市 1/4 負担の補助を受けることができます（国の子育て安心プランの
適用を受け、待機児童が発生している自治体については、国費の拡充が措置される
ケースもあります。）。 
  
注１ 社会福祉施設整備事業債（充当率８０％。元利償還金に対する交付税措置なし） 
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３ 運営の状況 

（１）公立保育所 行政コスト推移 

 公立保育所における運営費は、令和元年度 5 億 305 万円から令和 6 年度は 7 億
7,304 万円と増加しており、増加額は 2 億 6,999 万円となっています。 
 運営費のうち、国の補助金等を除く、実質的な市負担額は、4 億 62 万円から 7 億
843 万円で推移しており、増加額 3 億 781 万円であり、市の負担が大幅に増加して
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 運営費を歳出区分ごとに分析すると、正職員人件費が 4,451 万円増加しています
が、令和 2 年 4 月から会計年度任用職員制度が施行され、期末・勤勉手当の支給、
常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改正される等人件費が 2 億 3,450 万円と
大幅に増額しており、運営費における市の負担増加の最も大きな要因となっていま
す。 
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（２）私立保育園 行政コスト推移 

 私立保育園における運営費は、令和元年度 2 億 6,049 万円から令和 6 年度 4 億
1,424 万円と増加しており、増加額は 1 億 5,375 万円となっています。 
 運営費のうち、国の補助金等を除く、実質的な市負担額は、6,085 万円から 8,340
万円で推移していますが、運営費の増加量に比べると軽微な増加であり、運営費全
体における財源割合は 23.4％から 20.1％と減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）運営にかかる財政負担割合 

公立保育所の運営費については、公定価格注 2 から利用者負担額（保育料等）を控
除した全額が、市費による負担となっています。 

私立保育園の運営費については、公定価格から利用者負担額を控除した額を国
1/2、県 1/4、市 1/4 の負担割合となっています。 

なお、利用者負担額は、幼児教育・保育無償化の実施により、すべての世帯の３
歳から５歳までと、住民税非課税世帯の０歳〜２歳までが無償化されています注 3。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注 2 公定価格は、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算定されており、認定区分、保育必
要量、施設の所在する地域を勘案して算定されるもの。 
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注 3 令和元年１０月から３歳から５歳までの児童と住民非課税世帯の０歳から２歳までの児童の保育料が無
償化されている。 
 

（４）宮城県内 14 市における運営状況 

東松島市における私立保育園の割合は 30.00％であり、宮城県内 14 市における私
立保育園の割合 75.00％、宮城県内 35 市町村における私立保育園の平均割合 73.14％
（図割愛）、いずれと比較した場合でも、本市は県内平均割合を大きく下回る状況と
なっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 職員の状況 

（１）公立保育所職員の配置状況（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 公立保育所における職員配置総数は 146 人です。内訳は、保育士（正規職員）52
人、保育士（任期付）8 人、保育士（会計年度任用職員/フルタイム）28 人、保育士
（会計年度任用職員/短時間）19 人、保育補助員（会計年度任用職員）14 人、調理
員（会計年度任用職員）11 人、業務員（会計年度任用職員）14 人となっています。 
 配置している保育士に占める正規職員の割合は 47.1％注 4 であり、公立保育サービ
スを運営するうえで正規職員以外の採用配置は欠かせない状況です。 
 
 
注 4 保育士（短時間）のフルタイム換算せず人数のみによる算定 
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（２）公立保育所正規職員の年齢構成（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 正規職員の年齢構成において、20 代前半、40 代後半、50 代後半の割合が少ない
構成となっています。 
 35 歳以上が 35 人配置、34 歳以下は 17 人であり、豊富な保育経験を生かした保
育サービスを提供できる一方、人材育成の観点から計画的な職員採用が必要です。 
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（３）公立保育所職員の配置基準 

 公定価格に基づく配置基準と本市公立保育所の配置状況を比較すると、必要保育
士数は 38 名相当不足しています。本市では、不足分を補うため、保育士（短時間）
19 人及び保育補助員 14 人、業務員 14 人を会計年度任用職員として採用し、配置
しています。 
 保育士の不足は、延長保育（7:30〜8:30、17:15〜19:00）及び土曜保育における
勤務シフトや代休取得調整において、大きな現場の負担となっています。 
 

 
 
 

 
 
 
 「こども未来戦略」（令和５年 12 月こども家庭庁）では、幼児教育・保育につい
て、量・質の両面からの強化を図ることを掲げています。 
 今後は、さらに、全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充として、「こども誰で
も通園制度（通称）」の創設が控えていることから、従来の保育の量の確保だけでは
なく、保育の質の向上（保育所労働力の確保、人材の育成・確保）への取り組みを
推進していくため、新たに「東松島市公立保育所 職員配置基準」（別表）を定め、
全庁的に対応していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



 

 （別表）
東松島市公立保育所 職員配置基準表

基準 備考

１人 正職保育士

乳児
保育士
３：１

正職保育士

１歳児
保育士
６：１

正職保育士

２歳児
保育士
６：１

正職保育士

３歳児
保育士

１５：１
正職保育士

４歳児
保育士

２５：１
正職保育士

５歳児
保育士

２５：１
正職保育士

主任保育士
保育士
１人

正職保育士

非常勤保育士
保育士
１人

会計年度任用職員
（フルタイム）

休憩保育士
保育士１人

定員９０人以下は常勤
定員９１人以上は非常勤

会計年度任用職員
（フルタイム）

保育士
常勤１人

正職保育士

保育士
非常勤１人

会計年度任用職員
（短時間）

研修代替要員 施設長〜上記の保育士１人当たり、年間３日分で算定
会計年度任用職員

（短時間）

調理員
利用定員４０人以下の施設は１人
４１人以上１５０人以下の施設は２人
１５１人以上の施設は３人（うち１人は非常勤）

会計年度任用職員
（調理員）

事務等職員 非常勤１人
会計年度任用職員

（業務員）

嘱託医・嘱託歯科医 ー

主任保育士を主任業務に専念さ
せるための代替保育士
【主任保育士専任加算】※1

主任保育士が保護者からの育児相談や地域の子育て支
援活動等に専任させることができるよう、基本分単価
に含まれる必要保育士数に加えて代替要員を１人配
置。

会計年度任用職員
（フルタイム）

障害児保育のための職員
【障害児保育加算）

市町村が認める障がい児等を受け入れる場合、保育士
配置人数は東松島市障がい児等入所判定委員会におい
て定める。
※国基準は、障がい児2人につき保育士1人が目安

正職保育士

チーム保育の実施に必要な加配
【チーム保育加配加算】

上限は利用定員４５人以下は１人
４６人以上１５０人以下は２人

会計年度任用職員
（フルタイム）

療養支援補助者
【療育支援加算】※2

市町村が認める障害児を受け入れる場合、保育士を補
助する者を配置して療育支援に取り組む場合に適用

会計年度任用職員
（保育補助員）

高齢者等活躍推進加算※3 年間総雇用時間400時間以上の高齢者等を非常勤職員
として雇用する場合に適用

会計年度任用職員

法
令
・
条
例
等

※1 主任保育士専任加算は次の事業等のうち、2つ以上実施していることが加算要件となっている。
(1)延長保育事業 (２)一時保育事業 (3)病児保育事業 (4)乳児3人以上の入所 (5)障害児の入所
※2 療育支援補助者は、資格の有無は問われない。ただし、障害児等を受入ていることが加算の要件となっている。
※3 年間総雇用時間が400時間以上見込まれる、かつ時間配置基準以外に雇用もしくは派遣の非常勤職員（1日6時間未満又は月20日未満）の高齢者等
（満60歳以上の者、身体障害者、知的障害者等）が対象となる。充当する職員は通年雇用が望ましいが、短時間でも雇用予定が明確で、子どもの処遇改善
が期待される場合は加算対象となる。また、以下の事業等のうち、いずれかを実施していることが加算の要件となっている。
(1)延長保育事業 (2)一時保育事業 (3)病児保育事業 (4)乳児3人以上の入所 (5)障害児の入所

保育標準時間認定を受ける施設

施設長

職種

年齢別配置基準
公
定
価
格
基
本
分
 
※
必
置
部
分
※

その他

保育に従事する者

＜関係法令＞児童福祉法、児童福祉法施行規則、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
＜参照＞「公定価格に関するFAQ_Ver.24（令和6年3月8日時点版）」（こども家庭庁）等

公
定
価
格
加
算
分
 
※
任
意
※

保育に従事する者

その他

＜常勤換算値を算出するための算式＞
常勤以外の職員の1ヵ月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1ヵ月の勤務時間数
＝常勤換算値（小数点以下の端数処理を行わない）
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Ⅲ 今後の公立保育サービスの在り方 

１ 現状から見た公立保育サービスの課題 

 国・県の政策や国勢調査等の各種統計資料、令和 7 年度保育所等利用者アンケー
ト集計結果等をもとに分析した結果、明らかとなった現状の公立保育サービスの課
題は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）子ども人口減少の対応 
 本市では私立保育園等の誘致効果もあり、令和５年度に「待機児童ゼロ」を達成し
ました。また、出生数の減少により、就学前児童数は年々減少しており、今後もこの
状況は続くものと推計されています。 
 近年は、公立保育所において定員に満たない状況も散見される一方、年度途中にお
いて、０・１歳児クラスの待機児童が発生する時期もある中で、今後の保育需要を見
込みながら、市全体で適正な定員設定とする必要があります。 
（２）公立保育所施設の老朽化 
 過去の人口増加に合わせて整備されてきた公立保育所は、施設を維持するための改
修工事等を実施してきましたが、経年による施設や設備の老朽化が進んでいます。 
 社会経済情勢の変化や少子化の進展等により、限られた財政状況も踏まえ、公立保
育施設数や定員数の見直しによる私立保育施設と調整していく必要があります。 

（３）保育所運営費等の財政負担軽減に向けた対応 
国の動向により、公立保育所の運営費及び保育所施設整備費についての補助割合が

大きく変化しました。このことにより、市において公立保育所を維持していくために
は、運営費及び施設整備費を市費で賄う必要があり、維持する施設が多いほど、財政
的な負担が生じることとなっていることから、市財政負担の軽減について検討が必要
であるとともに、人口減少を見据えた持続可能な保育提供体制を構築する必要があり
ます。 
（４）保育ニーズの多様化への対応 

保育ニーズの高まりに加え、病児・病後児保育など保育ニーズが多様化していま
す。近年は、障がいがある子ども、発達の緩やかな子ども、虐待が疑われる子どもな
ど特別な配慮を必要とするケースについて対応が増加しています。 
 公立保育所の役割として、公的機関との連携を強化し、専門的な対応が必要となる
保育ニーズ等に柔軟に対応していく必要があります。また、乳児等通園支援事業（通
称：こども誰でも通園制度）の対応も求められています。 
（５）保育の質の維持・向上に向けた取組 
 人口減少が進展する中にあっても、女性の就業機会の増大や保護者の雇用・就労形
態の変化、出産後の女性の早期職場復帰など女性の就労継続に伴い、共働き世帯の増
加や働き方の変化に対応する国の動向により、一定程度の保育需要が今後も見込まれ
るとともに、保育ニーズも多様化していく傾向にあります。 
 今後、更に進展する人口減少社会にあっては、公立保育所と私立保育園等との役割
を明確化するとともに、互いに連携して、保育の質の確保に向けた取組が必要です。 
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２ 今後の公立保育サービスに求められる役割 

子育て環境は、核家族化の増加や地域コミュニティの希薄化、児童虐待の顕在化、
貧困の連鎖など厳しい状況が続いています。 

本市の保育施策は、公立保育所・私立保育園・その他保育事業所の特徴と役割を
踏まえ、保育所保育指針の理念を実現し、質の高い保育サービスを提供することを
基本とし、就学前児童数・地域ニーズの動向、施設の老朽化、財政負担、幼保小連
携を考慮する中で、公立保育所が果たすべき役割を以下のとおり定めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）地域の子育て家庭の支援 

在宅子育て家庭を支援する役割 

■公立保育所は、これまでの保育施設として運営における知見、技術を蓄積してきました。これを
生かし、子どもとの過ごし方、接し方など、子どもや保護者が孤立することのないよう、保育や子
どもに関する身近な相談の場を提供します。 
■乳児等通園支援事業（通称：こども誰でも通園制度）の実施により、保育施設に通園していない
在宅で子育てを行う家庭を含め、すべての子育て家庭への支援を拡充します。 
■女性の社会進出の増加や就労形態の多様化等を踏まえ、例えば休日保育や長時間延長保育などニ
ーズとしては少ないものの、現に困っている保護者がいる、しかし採算性の観点等から私立では実
施が難しいといった保育サービスの実施を検討します。 

（２）地域での問題解決のため、支援や交流の促進 
■こどもの健やかな成長を地域全体で支援していくため、中学生・高校生の体験学習や実習生の受
入れなどの次世代育成支援、高齢者との世代間交流に取り組んでいきます。 

（１）保育技術の向上に努め、地域全体の保育の質を確保 
保育の質の維持・向上を推進する役割 

■本市の保育所などは、公立と私立ともに、一定の保育水準を確保した保育が行われています。 
■長い年月をかけて公立保育所で培った保育を、今後も公立、私立を問わず、若い保育士に継承
し、質の高い保育に関する研究や、保育の実践を通じた人材育成に努めます。 

（２）保育技術の向上 
■時代の流れとともに保育のニーズは変化し、近年、その対応が複雑化・多様化していることか
ら、より専門性が求められるとともに、対応が求められます。 
■こうした状況に対応するため、公立、私立それぞれの立場で蓄積してきた経験や実績を共有し、
共同研修の開催などにより、公立と私立の連携を強化し、保育事業の多様化に対応します。 

（１）配慮を必要とする児童の受入れ体制の確保 
難度の高い保育を率先して担う役割 

■子育てに困難を抱える家庭が年々増加する傾向にある中、関係機関との連携が必要となり、障が
い、児童虐待、ＤＶなど、配慮を必要とする児童の受入れ体制を確保することが求められます。 
■公立保育所は、行政機関の一部として、関係機関や他部署との連携が私立保育施設と比較して取
りやすいことから、受入れ体制を確保する役割を担います。 
■配慮を必要とする児童の受入れにあたっては、他の児童とともに成長していく部分も多くみられ
ることから、保育所での集団生活による学びが得られるよう、適切な受入体制を確保します。 

（１）セーフティネットとして保育の受皿となる機能 
緊急時に地域の子どもと保育を守る役割 

■大規模災害発生時や私立保育施設の撤退など、不足の事態が発生した際、公立保育所が保育の受
け皿として機能することが求められることから、施設や定員数について調整し、公立保育所を維持
します。 
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３ 公立保育所の再編 

現状からみた公立保育サービスの課題への対応や今後の公立保育サービスに求め
られる役割を踏まえ、公立保育所を 7 園から 3 園へ再編します。 

再編は民間活力の導入により実施し、民間事業者の機動性と柔軟性を活かすこと
により、公立保育所においては現状において応えきれない保育ニーズへの対応強化
に取り組むとともに、公立保育所の管理運営の効率化により生まれる財源や人材等
の資源を活用し、東松島市全体の保育・子育てサービスの活性化を図ります。 

民間保育所へ移管する公立保育所については、現在の所在地または適地で、保育
園を安定的・継続的に安全・安心の保育が提供できる法人に移管し、保育運営を継
続します。 
 

 

４ 民間保育所移管の手法 

 公立保育所の民間活力の導入にあたっては、就学前児童及び保護者への影響に配
慮し、「直接移管型」又は「定員枠調整型」による手法を民間事業者が選択し、市に
提案するものとします。 
 

方式 直接移管方式 
定員枠調整方式 

定員拡大タイプ 新規開設タイプ 

概要 

民設民営による民間移行。
土地は無償貸与、建物は無
償譲渡を原則とする。施設
修繕工事は民間事業者が
直接実施する。 

私立保育園等が、既存施設
の増築等を行い、定員規模
を拡大する。 

再編対象となった公立保
育所の周辺において、民間
事業者が新規開設等を行
う。 
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５ 公立保育所の再編を進めるうえでの基本的な考え方 

  
東松島市公共施設等総合管理計画（令和 4 年 3 月改定）において、保育所は今後

の人口動態を踏まえながら、施設の統廃合を含めた適正配置を進めていくことを管
理の基本的な方針としております。 
 人口動態に応じた適正配置と質の高い保育サービスの両立を目指し、財政の安定
化と公立保育所、私立保育園等の適切な役割分担の方向性を定めるため、令和 7 年
6 月東島市公立保育サービスあり方検討会議（以下、「検討会議」という。）を設置し
検討を行いました。また、保育所利用者等の意向を踏まえ、公立保育所の再編を進
めるうえでの基本的な考え方は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針１ 効率的な施設運営と持続可能な財政運営 
 公立保育所の再編により、老朽化した施設を新しい施設へ集約し、効率的な施設運
営と持続可能な財政運営を目指します。 
 
基本方針２ 保育の必要量の確保 
 地域全体の保育ニーズを満たし、待機児童を解消するための施設配置や定員調整を
行います。 
 
基本方針３ 地域の実情に合わせた柔軟な対応 
 少子化の進展、保護者のニーズの変化に対応し、地域の実情に合った多様な
保育サービスを提供します。 
 
基本方針４ 保育の質の確保 
 より質の高い保育を提供できるよう、施設の老朽化対策、保育士の配置基準
の見直し、専門性の高い保育士の配置などを進めます。 
 
基本方針５ 公立保育所の役割の充実 

公立保育所が蓄積してきた知識や経験等を活かし、地域の子育て支援などの強化を
するとともに、民間との情報共有による保育技術向上と保育の質確保、支援が必要な
児童の受入体制の確保等の役割を担い、地域全体の質の向上を図ります。 
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６ 再編スケジュール 

 公募により移管先事業者を選定します。私立保育園等の開所時期は、補助金等に
おける市の財政負担時期が集中しないよう施設整備時期の分散化を図る等、十分に
留意する必要があります。また、公立保育所の廃止や定員見直しに際しては、待機
児童数ゼロの達成継続を最優先事項とし、十分に配慮し進めます。 

基本的には、現在通所中の 3 歳児以上が修了するまで、なるべく現在の保育所に
通所できるよう配慮します。 
 入所決定において、基本的には継続入所児童のみ受入れ可能とします。なお、次
年度、統廃合となることを十分に理解したうえで、当該年度の入所を希望する場合
は受入れします。 

 

７ 再編による市の財政効果 

 公立保育所の適正配置により、４つの公立保育所を統廃合した場合、運営費用に
おいて年間約 3.2 億円の削減効果が見込まれます。 
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Ⅳ 公立保育サービス在り方検討会議 

１ 設置要綱 

 

19



 

２ 開催経過 

（１）東松島市公立保育サービス在り方検討会議 

開催日時 協議事項 

令和 7 年 8 月 6 日（水） 
午後 7 時〜 

（１）公立保育サービスの現状について 
   ①児童の状況、②公共保育施設の状況 
（２）保育所等利用者向けアンケート内容について 

令和 7 年 9 月 10 日（水） 
午後 7 時〜 

（１）公立保育サービスの現状について 
   ①運営の状況、②職員の状況等 
（２）今後の公立保育サービスの在り方について 

令和 7 年 10 月 15 日（水） 
午後 7 時〜 

（１）報告書（案）について 
（２）民営化ガイドライン（案）について 

 

（２）東松島市公立保育サービス在り方検討会議 庁内検討部会 

開催日時 協議事項 

令和 7 年 7 月 29 日（火） 
午後 3 時〜 

（１）公立保育サービスの現状について 
   ①児童の状況、②公共保育施設の状況 
（２）保育所等利用者向けアンケート内容について 

令和 7 年 8 月 26 日（火） 
午後 3 時〜 

（１）公立保育サービスの現状について 
   ①運営の状況、②職員の状況等 
（２）今後の公立保育サービスの在り方について 

令和 7 年 9 月 30 日（水） 
午後 3 時〜 

（１）報告書（案）について 
（２）民営化ガイドライン（案）について 
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